
秋田市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

実施要領

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 要 領 は 、 秋 田 市 特 別 用 途 地 区 内 に お け る 建 築 物 の

制 限 に 関 す る 条 例 （ 平 成 20年 条 例 第 27号 。 以 下 「 条 例 」 と い

う 。 ） 第 ６ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 条 例 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項

を 定 め る も の と す る 。

（ 許 可 の 申 請 等 ）

第 ２ 条 条 例 第 ４ 条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け よ

う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い う 。 ） は 、 建 築 許 可 申 請 書

（ 様 式 第 １ 号 ） の 正 本 お よ び 副 本 に 、 そ れ ぞ れ 次 に 掲 げ る 図

書 を 添 え て 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。

(1) 申 請 理 由 書

(2) 付 近 見 取 図

(3) 周 囲 現 況 図 な ら び に 調 書 （ 申 請 に 係 る 敷 地 境 界 か ら 周 囲

お お む ね 100メ ー ト ル の 範 囲 内 に お け る 建 築 物 の 用 途 別 現 況 概

要 を 示 す も の な ら び に そ の 所 有 権 者 、 賃 借 権 者 等 の 住 所 お よ

び 氏 名 を 記 載 し た も の ）

(4) 配 置 図

(5) 各 階 平 面 図

(6) ２ 面 以 上 の 立 面 図

(7) ２ 面 以 上 の 断 面 図

(8) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る も の

２ 市 長 は 、 前 項 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 許 可 す る と き

は 許 可 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に 、 許 可 し な い と き は 許 可 し な

い 旨 の 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に 建 築 許 可 申 請 書 の 副 本 お よ び



そ の 添 付 図 書 を 添 え て 、 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。

（ 申 請 等 の 取 下 げ の 届 出 等 ）

第 ３ 条 前 条 第 １ 項 の 申 請 者 で 許 可 を 受 け る 前 に 当 該 申 請 を 取

り 下 げ よ う と す る 者 は 、 建 築 許 可 申 請 取 下 げ 届 （ 様 式 第 ４

号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

２ 前 条 第 ２ 項 の 許 可 を 受 け た 建 築 物 の 工 事 を 取 り や め た 者 は 、

工 事 取 り や め 届 （ 様 式 第 ５ 号 ） に 許 可 通 知 書 を 添 え て 市 長 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。

３ 許 可 を 受 け た 工 事 の 変 更 を す る 場 合 は 、 改 め て 許 可 を 受 け

な け れ ば な ら な い 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 要 領 は 、 平 成 20年 ７ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 要 領 は 、 令 和 ３ 年 ３ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 要 領 の 実 施 の 際 、 現 に 受 理 し て い る 許 可 申 請 等 の 取 扱

い に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。


